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年　　月　　日
住所（所在地）
（滞納者　　　　　　　　）様
氏名（代表者名）
福島県双葉郡富岡町
徴税吏員　　　　　　　　
滞納に係る徴収金を徴収するため、下記のとおり財産を差し押さえました。
なお、この処分について不服がある場合は、この文書を受けとった日から３か月以内に町長あてに審査請求をすることができます。ただし、３か月以内であっても差押処分については、国税徴収法第111条に規定する公売期日等後は審査請求をすることができません。
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	差押財産の表示
	

	
	差押年月日
	年　　月　　日

	上記差押財産の占有調書謄本を受領しました。
年　　月　　日
立会人（滞納者との関係）　　　　　　　　印

	上記差押財産の保管を命じます。
（保管者氏名）　様
年　　月　　日
福島県双葉郡富岡町
徴税吏員　　　　　　　　　

	上記差押財産は通知があるまで無償で保管します。
年　　月　　日
保管者氏名　　　　　　　　印

	上記差押財産について　　　のため使用を許可してください。
年　　月　　日
（申立人氏名）　　　　　　　　印
	上記差押財産の使用を許可します。（しません。）
年　　月　　日
福島県双葉郡富岡町（徴税吏員）　　　



